
浜松市上下水道部公告第２３３号 

 下記の物件について、せり売り形式の入札による売払いを行うので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６及び浜松市上下水道部契約規程（昭和４１年浜松市公営企

業局管理規程第１７号）が準用する浜松市契約規則（昭和３９年浜松市規則第３１号）第４条の

規定に基づき公告する。 

令和５年９月１日 

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 朝月 雅則 

記 

１ 入札件名 

 第１回 令和５年度 浜松市上下水道部廃車売払契約  

２ 入札に付する物件 

売却

区分

番号 

物件名称 物件の概要 予定価格 入札保証金 

1 
浜松市上下水道部 

廃車車両（軽貨物） 

三菱 軽貨物 

初年度登録年月：平成 21年 5 月 

車台番号：U62V-1401886 

5,000 円 500 円

2 
浜松市上下水道部 

廃車車両（小型貨物）

トヨタ 小型貨物 

初年度登録年月：平成 15年 5 月 

車台番号：KR42 -5018488 

10,000 円 1,000 円

３ 入札について 

紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム（以下「KSI

官公庁オークション」という。）を利用する。 

４ 入札担当課 

〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉五丁目１３番１号 

浜松市上下水道部上下水道総務課（住吉庁舎）総務・防災グループ 

電話：053-474-7011    FAX:053-474-0247 

メールアドレス：suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

５ 入札参加資格 

本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者



（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

(3) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同

号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴

力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）と

なっている法人その他の団体に該当しない者であること。 

(4) 浜松市上下水道部が定める浜松市上下水道部公有財産売却ガイドライン（以下「本ガイド

ライン」という。）及び紀尾井町戦略研究所株式会社が定める KSI 官公庁オークションに関

連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、遵守できる者であること。 

(5) 日本語を完全に理解できる者であること。 

(6) 車両の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有

する者であること。 

６ 契約事項及び入札説明書を示す場所及び期間 

(1) 場所 浜松市ホームページ及び KSI 官公庁オークション上 

(2) 期間 令和 5年 9月 1日（金）から令和 5年 9月 19日（火）まで 

７ 入札の参加申込等に関する事項 

(1) 参加申込期間  

令和 5年 9月 1日（金）午後 1時から令和 5年 9月 19 日（火）午後 2時まで 

入札に参加しようとする者は、KSI 官公庁オークションの画面上での参加仮申込を始め、本

申込における書類提出など入札までの一連の手続きを行うこと。 

８ 下見会の開催 

(1) 事前に連絡のあった希望者に対し開催する。 

(2) 下見会において、車両の確認をしない場合は、KSI 官公庁オークション浜松市上下水道部

サイトに掲載している物件の写真や情報などを承知したものとみなす。 

９ 入札を行う場所及び期間等 

(1) 場所 KSI 官公庁オークション上 

(2) 期間 令和 5年 10 月 3 日（火）午後 1時から令和 5年 10 月 5日（木）午後 11時まで 

(3) 開札 令和 5年 10 月 12日（木）午後 5時から 

１０ 入札の方法 

(1) KSI 官公庁オークション上で入札価格を登録する。 

(2) 郵便等による入札書の提出は認めない。 



(3) 入札価格の登録は入札期間中であれば何回でも行うことができる。ただし、KSI 官公庁オ

ークション上の「現在価格」又は一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札

額」欄に入力することはできない。また、一度行った入札について、入札する者の都合に

よる取消しや変更はできない。 

１１ 開札及び落札者の決定 

(1) 入札期間終了後、浜松市上下水道部は開札を行い、KSI 官公庁オークション上の入札にお

いて、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上でかつ最高価格である入札者を落札者と

する。 

(2) 最高価格での入札者が複数存在する場合は、先に設定した人を落札者とする。 

(3) 落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号及び落札価格を KSI 官公庁オークション上に

公開する。 

１２ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(1) 入札に参加しようとする者は、浜松市上下水道部が定めた入札保証金を指定された納付方

法（入札に参加しようとする者名義のクレジットカードによる納付）により納付しなけれ

ばならない。 

(2) 落札者の納付した入札保証金については、浜松市上下水道部との間で契約締結する「物品

売払契約書（総価契約）」の条項に基づき契約保証金に充当する。 

(3) 落札者以外の納付した保証金は、引落としを行わない。ただし、クレジットカードの引落

し時期などの関係上、いったん実際に入札舗装金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う

場合がある。 

(4) 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は

返還しない。 

１３ 契約の締結 

落札者は、令和 5年 10 月 20日（金）午後 5時 15 分までに契約を締結しなければならない。 

１４ 売払代金の納付 

(1) 契約を締結した者は、令和 5年 10 月 24 日（火）までに浜松市上下水道部が用意する納付

書により売払代金を納付しなければならない。 

(2) 売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金（契約保証金に充当した入札

保証金）を差し引いた金額とする。 

１５ 入札の無効 

入札参加資格のない者及び入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者の入札及び本

ガイドラインに記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

１６ 所有権の移転、名義変更等 



(1) 売払物件の所有権は契約を締結し、落札者が売払代金を納付した時に移転する。 

(2) 売払物件の引渡しに要する費用、所有権移転に要する費用、公租公課等は落札者の負担と

する。 

１７ 売払物件の引渡し期限及び場所 

(1) 期限 売払代金納付後 10日以内 

(2) 場所 浜松市上下水道部住吉庁舎 

     浜松市中区住吉五丁目 13番 1号 

１８ その他 

(1) 売払物件は経年劣化、キズ及び不具合箇所があることを充分理解した上で入札すること。 

(2) 契約締結後に、浜松市上下水道部の責に帰することができない事由により滅失及び毀損が

生じた場合は、浜松市上下水道部に対して契約の解除及び売却代金の減額を請求すること

はできない。 


